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○
財
務
省
令
第
三
十
五
号

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
令
和
七
年
政
令
第
百
四
十

一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
税
関
関
係
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
税
関
関
係
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推

進
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

財
務
大
臣

加
藤

勝
信

税
関
関
係
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
税
関
関
係
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

 

税
関
関
係
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
財
務
省
令
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前
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（
処
分
通
知
等
の
指
定
）

（
処
分
通
知
等
の
指
定
）

第
七
条

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業

第
七
条

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業

務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
適
用
さ
れ
る
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
七
条
第
一

よ
り
適
用
さ
れ
る
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
輸
出
入
等
関
連
情
報
処
理
組
織
を
使

項
の
規
定
に
よ
り
輸
出
入
等
関
連
情
報
処
理
組
織
を
使

用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
処
分
通
知
等

用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
処
分
通
知
等

は
、
第
五
条
第
三
項
、
第
五
条
の
二
第
二
項
又
は
第
五

は
、
第
五
条
第
三
項
、
第
五
条
の
二
第
二
項
又
は
第
五

条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
及
び
電
子
情
報
処

条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
及
び
電
子
情
報
処

理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す

理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す

る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
二
号
の

る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で

三
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

に
掲
げ
る
教
示
、
通
知
、
交
付
又
は
諾
否
の
応
答
と
す

る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
十
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。


